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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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規 則

高知県職員被服貸与規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

令和 7年 9月26日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第77号

高知県職員被服貸与規則の一部を改正する規則

高知県職員被服貸与規則（昭和45年高知県規則第41号）の一部

を次のように改正する。

別表10の項中「栄養士」を「栄養士又は管理栄養士」に改め

る。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
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